
令和３年度から臨床研修を開始する研修医の募集定員等の設定について 

 

１ 概要 

医療法及び医師法の一部を改正する法律（R2.4.1 施行）により、臨床研修病院関係業

務のうち、①指定及び②定員設定の権限が国から都道府県に移譲される。 

定員の設定にあたり、「募集定員の算定方法」と「募集定員」を厚生労働大臣に通知す

る必要があり、厚生労働大臣への当該通知にあたっては、地域医療対策協議会の意見を聞

かなければならないとされている。 

 

２ 臨床研修募集定員設定までのスケジュール 

 今回 （参考：移譲前） 

1/31 ・都道府県の定員上限の設定（国） 12月：都道府県の定員上限の設定（国） 

随時 ・定員の算定方法の設定（県） 

・定員の設定（県） 

※地対協から意見を聴取 

4月：定員の算定方法の設定（国） 

6月：定員案の作成（県） 

7月：定員の設定（国） 

4/15 ・定員・定員の算定方法の通知（県→国） ― 

4/30 ・定員の通知（県→各病院） 7月：定員の通知（国→県・各病院） 

 

３ 「募集定員の算定方法」及び「募集定員」の設定 

（１）算定方法 

  厚生労働省医政局長通知において、「定員の算定方法は、医療法及び医師法の一部を改

正する法律施行前に、国において採用していた次の算定方法を参酌の上、定めること。」

とあるため、従前採用されている算定方法を基本として、以下の点を変更し、参考資料１

のとおり採用したい。 

・変更点：① 文言の整理 

② 算定に用いていた、研修医数や人口数を基に計算される「基礎数」につい

て、今後国から提供されなくなることから、厚労省医政局医事課からのＱ＆

Ａに従い、国からの募集定員上限に係る事務連絡により提供される「基本と

なる数」に「地域枠」を加算した数字を使用。 

 

（２）募集定員 

  各臨床研修病院から聴取した希望する募集定員と、上記３（１）の算定方法により、募

集定員の配分を行い、資料３－２のとおり設定したい。 

 

４ 今後の進め方について 

  一部の病院における希望数が未確定であることから、４月１５日までに行う「募集定員」

の国への通知については、資料３－２で設定した募集定員数と比較して、各病院の希望数

に大幅な増減がない場合、事務局が調整を行った結果を国に報告し、報告内容を令和２年

度第１回青森県地域医療対策協議会で報告することとしたい。（大幅な増減があった場合、

文書により各委員に意見照会する。） 

  

資料３－１ 


